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２０２０年度健康保険料、介護保険料改定のお知らせ 
 
 ２月１４日開催の健康保険組合会にて健康保険料・介護保険料改定が承認されました。 
また、厚生労働省でも認可されましたので、下記の様に改定いたします。 
 
１． 健康保険料率が 1000 分の９５となります。（２/1000 引き下げ） 

 

 
改定 現行 

料率/1000 負担比率 料率/1000 負担比率 

事 業 主 ５４．２９０ 57.14％ ５５．４３０ 57.14％ 

被保検者 ４０．７１０ 42.86％ ４１．５７０ 42.86％ 

合 計 ９５．０００ 100％ ９７．０００ 100％ 

 

２． 介護保険料率が 1000 分の１７となります。（２/1000 引き上げ） 

 

 
改定 現行 

料率/1000 負担比率 料率/1000 負担比率 

事 業 主 ８．５００ 50.00％ ７．５００ 50.00％ 

被保検者 ８．５００ 50.00％ ７．５００ 50.00％ 

合 計 １７．０００ 100％ １５．０００ 100％ 

 

３．改定 ２０２０年３月１日（４月給与より新保険料率にて徴収いたします） 

 

４．改定理由 

① 健康保険料率改定の理由： 保険料収入の９割以上を医療費・納付金が占める厳しい財政

状況は変わりませんが、2015 年度に保険料率を 9.3％から 9.7％に引き上げ以降、黒字決

算となり別途積立金が 2019 年度末で 21 億円と一定額貯まる見込みとなりました。その

一部を新年度予算で繰入を行い、料率を引き下げます。 

 

② 介護保険料率改定の理由： 2020 年度から介護納付金が全面総報酬割となり、介護納付

金の増加が見込まれ、法定準備金が基準額を割り込む見込みとなった為、料率を引き上げ

ます。 

 

ご理解ご協力をお願い致します。 

以上 


